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なぜ、今、少年法「改正」なのか

政府は、この通常国会に少年法 「改正」法案を提出 し、今

国会で成立させる方針です。法案の柱は、（》いわゆる触法少

年・ ぐ犯少年 について警察の調査権限を与 える、（む14 歳未

満の少年について、少年院に送致できるようにする、（卦保護

観察に付された少年が遵守事項を守 らなかった場合は少年院

に送致できるようにする、④国選付添人制度を導入する、と

いうもの で す 。 これ に対 して、 日本弁 護 士連 合 会 （日弁連 ）

は、 3 月 17 日に、④ につ いて は賛成 する が、①（さ（卦につい て

は反 対す る との 意見 を 明 らか に しま した （詳 しくは 日弁 連 ホ

ームペ ージを ご覧 下さいh ttp：／／叩W W・n ic h ib e n「e n・0「・jp ／）。

少年非行の悪化 ？－「治安悪化」は神話ではないか

そもそも、少年非行の現状をどのようにみるかが問われて

いま す

政府は、今回の少年法 「改正」について、①少年刑法犯が人

口比 で増加 してい る、（診凶 悪犯 が高 水準 で推 移 してい る 、（診

いわゆ る触法少 年 によ る凶 悪重大 事 件が 発生 して い る とい う

「少年非行悪化」論、「少年非行凶悪化」論を根拠に していま

す。た しかに、長崎や佐世保な どの 1 4 歳未満の少年の事件

などが社会 的 に注 目を され 、多 くの 人が 心 を痛め て お り、政

J 何の 主張 はも っとな主 張で ある かの よ うに も思わ れ るか も し

れません。

しか し、このような 「少年非行悪化」論、「少年非行凶悪

化」論、あるいは「治安悪化」論 は神話で しかないのではな

黒 岩 哲 彦（弁護士）

いかと注 目すべき研究が、犯罪社会学や教育社会学の立場か

ら発表されています。龍谷大学法学部教授の浜井浩一さんは、

2 0 0 3 年4 月まで法務省に勤務され、r犯罪白書』の執筆を

した り、横5兵刑務 所の 主席 矯 正処遇 官 を務 め られま した。5兵

井さんは、 r日本の治安悪化神話はいかに作 られたか一治安

悪化の実態と背景要因（モラル・パニ ックを超えて－）』（「犯

罪社会学研究」第2 9 号、2 0 0 4 年）や r「治安悪化」と刑事

政策の転換』（「世界」2 0 0 5年 3 月号）を発表されています。

この論文を是非ともお岩売み頂きたいのですが、浜井さんは、

犯罪統計の分析から、治安は悪化 しているとは言えないこと、

また、非行の低年齢化も しているとは言えないことを科学的

に分析され、「治安悪化」の意識が国民に広ま ったのはマス

コ三報 道 のあ り方 が大 き い こ とを主 弓長され て い ます 。 また 、

教育社会学の立場か らの研究では、東大の広田照幸さんの

『 教育不信と教育依存の時代』（紀伊国屋書店）も是非ともお岩売

み頂きたい文献です。

1 4 歳未満の少年事件やぐ犯少年の事件に警察に権限を与

えることについて

今回の 「改正」法案の、最も重要な内容は、触法少年とぐ

犯少年の事件への警察の権限の付与です。触法少年とは 1 4

歳末満で刑事法令に触れる行為を した少年です。 1 4 歳未満

の少年は一般的に肉体的・精神的に未成熟ですから、刑事責

任がないと刑法でされています。触法少年の事件は犯罪では
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ないの で すか ら、 現 在 は、 警察 は捜 査 を行 うこ とが で きず 、

児童相談所への通告のための準備としての調査ができるに止

まるとさ れて い ます。 また 、 ぐ犯少 年 とは 、犯罪 に結 び つ く

ような問題行動はあるが犯罪に至らない少年です。犯罪では

ないのですから、警察に捜査権限はないのです。

ところが。今回の少年法 「改正」案は、触法少年の事件に

警察の調査権限、特に矯正処分をする権限を与えようという

のです。また、ぐ犯少年 にも警察の調査権限を認めようとい

うのです。これは、福祉の分野に警察が乗 り込むものですが、

警察が事件の調査を急ぐあま り、少年の未熟さ、被暗示性、

迎合性に考慮 しないで、強引な取り調べや誘導的な取調べを

行う等 、子 どもの 人権 を侵害 す るこ とが強 く危憤 され ます 。

児i 相談所の充実こそ大事

児童相談所の現場か らは、多数の虐待事件の子 どもの救済

に追われていて、触法少年の事件などへの対応が困難である
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との率直な声が聞こえています。たしかに、児童相談所が困

難を抱 え てい る こと は事実 だ と思 われ ます 。 しか し、警察 へ

依存するの‾ごはな く、児童相談所が適切な事実調査を含めた

対応ができるように、児童福祉士や心理判定員の増員、専任

部署、対策班の設置な ど、条件整備を行 うことが何よりも大

切で はない で し ょうか。

自由な社会の ために

「治安の悪化」と理由と して、各地で監視カメラの設置や、

各地の 自治体での生活安全条例の制定など、監視社会化が進

行しています。今回の少年法 「改正」は、 1 4 歳未満の少年

への警察の権限を強めようというもので、監視社会化の流れ

の中にある動きです。

今回の少年法 「改正」問題は、わたしたちが、自由な社会を

めざすのか、監視社会をめざすのかも問われているのだと思

います 。

兵庫県川西市 子 どもの人権オンブズパーソン

の意義と課題について

横 井

はじめに

川西市子 どもの人権オンブズパーソンは、人権侵害から子

どもを救済するための公的第三者機関です。 1 9 9 9 年に全国

では初めて条例で設置されま した。その後、同制度がひとつ

のモデル となって川崎市、埼玉県、多治見市、岐阜県岐南町

などの 自治体 で条 例 によ る子 ど もの救 済機 関 がつ く られま し

た。また、昨年の国連・子 どもの権利委員会第2 回日本報告

審査においては、委員か ら川西市の制度が高い評価を受けて

います。

1 ．子どもの権利条約総合研究所 による子どもオンブス

パーソン制度の調査報告

先月、川西市内で市民等を対象に第6 年次報告会が開催さ

れ、昨年のオンブズパーソンによる活動と制度運営について

の報告が行われました。また、続いて子どもの権利条約総合

研究所より、昨年川西市で実施 した子どもオンブズパーソン

制度の意義や課題についての調査報告があ りました。これは、

オンブスパーソン関係者、教職員、行政関係者、市民、子ど

もたち等 を対 象 にア ンケー トや聞 き取 り調 査 を行 い分析 した

ものです。研究機関による第三者的評価であ り、川西で今後

どのよ うな活 動 がよ り効果 的 なの かを 私た ち が検討 す る うえ

で、貴重な分析が行われていま した。以下、調査結果の概要

と私の所感について簡潔に述べたいと思います。

臣ゝ
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真 （川西市子どもの人権オンブズパーソン・チーフ相談員）

2 ．子どもオンブスパーソン制度の意義や役割、効果

オンブズパーソン制度は、子 どもの権利条約にもとづいて

活動する公的第三者機関です。私たちは、これまでの活動実

績をもとに、次の三つの役割と効果を報告 しています。

（ り 第三者の立場か ら子 どもの視点に立ち、子 どものエ

ンパ ワメ ン トを支援 。

（ 2 ）関係機関と連携 して、子どもの人権案件の解決にあ

た る （子 ど もの 代 弁 を した り、調 査 を実 施 した り、 ま

たその結果によっては、関係機関に勧告や意見表明が

でき る）。

（ 3 ）子どもの救済と安心のまちづくりへの貢献。

今回の同研究所の調査結果からも、上記の3 点は、川西に

住む 子 どもや 親・ 市民 に強 く期 待 され るもの であ る こと がわ

かりま した。

「親や先生以外 （子 どもにとって直接利害関係のない人）

がじっく り聴 い て くれる とい うことを実 感 でき る機会 は 、疎

外され てい る と感 じてい る子 ども に とって大 き な存在」 とい

う市 民 か らの 声 な ど、多 くの人 が子 どもた ち にと つて の存 在

意義 を高 く評価 して いま す。

また、オンブズパーソン制度の必要性を、「個々の子 ども

が抱える問題の解決などを具体的に支援する点」や 「親や教

職員などおとなの相談や支援をする点」に最も感じているこ

とが わか りま した 。そ して 、「子 ど も にと って 何 か本 当 に大



切か」 とい う視点 か ら、子 どもを と りま く人 間 関係 の ポジ テ

ィブな 関係 のつ くりなお しの支 援 や市 の機 関 （行 政 や学 校な

ど）への制度改善など提言を、公的第三者機関ゆえに可能で

重要な機 能であ る と理 解 されて いる ようで す。

さ らに、公 的第 三者 機 関が存 在 する こ と自体 で、子 どもや

市民が安心 できる点も評価 されてお り、 自治体独 自の子育

ち・ 子育 て にかか わ るセー フ テ ィネ ッ トの一 環 と しても捉 え

始め られ てい ます。

3 ．子どもの 「語 り」か ら見えるオン ブスパー ソン制度の

意義

さ らに同研究所 は、「権利救済を受けた当事者である子 ど

もは、 この制 度 を どの よ う に捉 え てい るの だろ うか」 とい う

問いにつ い て、オ ン ブズパ ー ソン制 度 を実 際に利 用 した子 ど

もの 「語 り」 か ら分析 して います 。

その結果 、次 の ことを指 摘 してい ます。「第 1 に 、子 どもは

気持ちを聴き、秘密を守ってくれる人間との対話のなかから

問題解 決 に向 かお う とす る子 ども のパ ワー が 生 まれ る。 第 2

に、子 ども は 自分 が 問題角牢決の 主人 公 であ る と実 感 でき た と

きに 、子 どもの 権 利 回復 はよ り積 極的 に すす む 。第 3 に 、権

利回復が成立するのは、法制度の枠組みのなかで支援活動が

実施さ れる こ とによ り、子 どもた ちの 私事 的・ 個人 的な 問題

が社会的・公的な子ども支援の課題へと持 っていける。」

4 ．オンブズパーソン制度に対する課題と提言

特 に学校 との 関係 につ いて 、「子 ども に と っての 解 決策 と

学校 に と って の解 決策 の ズ レが あ るこ と、 と くに中学 校現場

の評価が相対的に低いことなどが見えてきた」と現状分析を

して いま す。 その ズ レを解 決す る糸 口 と して、オ ン ブズパ ー

ソン制 度 が学校 にと って どの よ うな 意味 を持 って い るの か共

有してい く こと、 そ して、相 談・ 調 査活 動 におい てオ ン ブズ

パー ソン が どのよ うな 問題 角牢決 のあ り方 や プロセ ス を経る の

かを 、学校 教職 員 と共 有す る こと、 が提言 と して挙 げ られ て

いま した。

5 ．調査報告を受けての所感

オ ンブ ズパ ー ソン に寄 せ られ る相談 、 た とえば い じめや体

罰、虐待などの問題は、子どもが置かれた関係ゆえに権利侵

害の実 態 が見 えに くい もの です 。ゆ えに 、傷 つい て 自己否定

感や基本的な人 間関係の不信感 を強 く持つ子どもにとって

は、何 よ りも安 心 して容 易 に相談 で き、 さ らに、子 ど もが 問

題を解 決す る主 体 にな って い くよ う支 援 して い くこ とが重要

です。 今 回の 同研究 所 によ る報告 か らも 、子 どもの救 済 にお

いて 、あ らた めて子 ども固有 の オ ンブズパ ー ソン制 度の 設置

が必 要 なこ とがわ か りま した 。

さ い ごに、子 ど もオ ンブ ズパー ソ ン制度 は 、相談 を受 けて

助言す るだ け ではな く、行政 告発 型 を目指 して いる ので もな

く、単 な る苦情 処理 で もあ りませ ん 。よ り一層 制度 の理解 を

図ってい くた めに は、実 際の ケー ス ワー クや広 報・啓 発 活動

で、 オン ブズパ ー ソ ンの 相談 ・救 済の 全体 像 をわか りや す く

提示 してい く工夫 が期待 され てい ると言 えます 。

川崎市子ども会議、川崎市長に提言書を提出

…子 どもの意見 を行政 に とどける…

川崎市子ども会議・川崎市子ども会議提言部会一同（子ども）

私たちは、提言書を市長さんに提出するために一生懸命が

んば って きま した。

この 1 年 間、 た くさ んの 子 ども たち と交 流 し、 意見 交換 を

する ため に 、夏 休み には合 宿 を 、 1 2 月 に は 「かわ さ き子 ど

も集会 」 を企 画 し開 催 しま した。 1 2 月 の集 会 で は、 い くつ

かのグループに分かれ、普段私達が思 っていることや考えて

いる こと、感 じた ことな ど を話 し合 い ま した。 その後 、 それ

ぞれのグループから出た意見を全体で話し合いました。その

時に、 い くつか の子 ども会 議 や子 ど も関係 団体 か らも意 見 を

いただき ま した 。

私たちは、いただいた意見を「川崎の子どもたち、みんな

の意見 と言えるもの」「問題を解決 するためには、市長さん

に提言 す る ことが 一番 よ い方 法だ と言 え るも の」 とい う2 つ

の視 点 を大 切 に し、4 つの提 言 にま とめ、提 出 します 。

1 ．相談機関について

子ど もの相 談窓 口を・も っと広 く矢口らせて ほ しいです。

例えば、独立 したホームページ等を作る。現在のホームペ

ージは相談窓口を探すのが大変です。メールや掲示板等で相

談できるシステムを作る。その時は秘密を守るために、合言

葉やパ スワー ドを設置 してほ しいで す。

相 談 カー ドや プ リン トが子 ども たち に配 られ てい ます が 、

以下の よ うな理 由 で見 なか った り、相 談 しなか った りす る子

どもが います 。

・面 倒 くさ い、字 が多 い。

・難 しそ う。

・ 身近 には感 じられな い。
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・ 相談 して も どうなる か分 か らな い。

・ 見 ず矢口らず の人 に相談 す る勇気 がな い。

2 ．遊び・ 遊ぶ場所（公園）について

衛生環境を整備 してほ しいです。

ゴミ箱 にふた をつけて ほ しいで す。

な ぜな ら、犬 や猫 、 カラ スな どが ゴ ミを食 い散 らかす こ と

があ る、 とい う意 見

が出 たか らです。

公衆 トイ レをきちん と管 理 してほ しい です 。

な ぜな ら、公 衆 トイ レが 汚い 、公 衆 トイ レの異 臭 がひ どい

ので 消臭剤 を 置い てほ しい 、流 れな い 、 とい う意 見 が出 ま し

た。 私た ちも気 を つ けて使 うの で管 理 もき ちん と してほ しい

です。

地域 の人 と交 流 を図る ためにイ ベ ン トな どを企 画 してほ し

いです。

な ぜな ら、 土曜 日の 休み に、 地域 で交 流 がで きる よ うに し

てほ しい （わ くわ くプラザ とは別 に）、学校週 5 日制 で土 曜 日

が休みになったので、子ども同士が交流できる機会をつ くっ

てほ しい （イベ ン ト等 ）、と い う意見 が 出た か らで す。

ポール遊び ができ るよ うに してほ しいです 。

なぜな ら、公園では小さな子 どももいて危険なためボール

遊びが禁止されているので、心置きな くポール遊びができる

公園が ほ しい、 とい う意見 が 出た か らです 。 また 、地域 や そ

の公園の事情にもよ りますが、可能な らば管理事務所などを

設けて ボール の貸 し出 しを しても らえ る よ うに してほ しい と

いう意見 がでた か らです。

3 ．バ リアフ リー につ いて

誰も が暮 らしやすい よ うに、利用 しやすい よ うに、川崎 市

内のバ リアフ リー化 を進 めて ください。

川崎市では平成 9 年に 「川崎市福祉のまちづくり条例」を

作って いる こ とを矢口りま した 。お 年寄 りや障害 者 に と って 安

心して 暮 らせ る ま ち を 目 指 す川 崎 市 はす ば ら しい と 思 い ま

す。

しか し、今 の川 崎 市で はま だ まだバ リアフ リー が進 ん でい

るとは思えません。例として、私たちは J R 津田山駅、夢パ

ーク周 辺を よ く利用 しますが 、お 年寄 りや子 ども がた くさん

利用す る ところ なの に、 道の 段差 も多 く、歩道 の タイル 張 り

はとて も歩 き に くい です 。駅 に はエ レベー ター も エス カ レー

ターもあ りません。周 辺 を走 るバス もあ りませ ん。

車椅子やベビーカーの人は、道の段差があると、とても不

便なので道の段差を無くして欲 しいです。車椅子やベ ビーカ

ーの タイヤ 、杖 が入 って しま うの で 、ど ぶの7引こプ ラス テ ィ

ックの ふた 等 をはめ て くだ さい。 歩道 の タイル 張 りはで こぼ

こして い て、車 椅子 の タイヤ が はま って しま った り、 つ まず

いた り、 とて も歩 きに くいの で 、で こぼ こを 無 く して くださ

虻
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4 ．先生について

採用試験や研修、研究授業の時に子どもを前に して模擬

授業 を した り、い じめや カ ウンセラー の講習 等を定期 的 に

しっか りと受けて も らった り して、 も っと先生 と して の意

識を向上させて欲しいです。

なぜ な ら、以 下の よ うな先 生 が いる とい う意見 が出 たか ら

です。

・ 自分 の非 を認 め なか った り、感 情 が先行 して しま ってい た

り してい る先生 がい る。

・ い じめを見 つ けても 、見 て見ぬ振 りを して いる先生 が いる。

・ 食事 マ ナー等 で子 どもの 見本 と して、 ふさ わ しくな い先生

が いる。

・ 授業 を疎 か に して、 関係 の無 い話 ばか りを優先 して いる先

生がいる。

まとめにかえ て

この 活動 を や ってき て一 番難 しい と思 った こ とは、一 つの

意見 を様々 な観点 か ら見 て、 ま とめる ことで した。

この 1年 間、私たち川崎市子ども会議は、市長さんへの提

言書 提出 に向 けて 、様 々な 活動 をや って き ま した 。 ここに あ

る提言書は、川崎市の子どもたちみんなの意見 として受け止

めて いただ き、実 現す る ことが できる ことを願 って います 。

来年度の子ども会議では、も っと多くの子どもたちと意見

交換 を して、 市内 の子 ども たち の意 見 を取 りま とめ、み んな

の意 見 が よ り一層 生 か され る よ うに 努力 しよ うと思 い ます 。

これ か らもよろ しくお 願い します 。

＊＊ ＊

★提言書作成時に子 どもの中心となり活動 した要員の

高梨晃宏さんへ一問一筈 ！

Q  l 年 間 、 ど の く ら い の 年 齢 層 の 子 ど も た ち が 話 し 合 い に

参 カロして い た ？

A 大体、 1 2 ～ 1 8歳 と結構広いです。

Q 意 見 をと りま とめ る過 程 で苦 労 した こと・ む ずか しか っ

た こ と は ？

A 苦労は個人的な意見 と、川崎市全体に言える意見とを分

けて、更 に提言 書 と して、お か しくな い よ うに文 にま とめ

る 事で した。

Q  l 年間活動をしてきての感想をお願いします！

A 第一声は 『楽 しか った』です。いろいろ、重要な事をや

ってき た はずな ん です が、皆 で わい わい と話 しなが らや っ

て来た ので 、 自分 はす ごい事 を や った とい う実 感 はな いで

す 。 でも 、 こん な風 に楽 しくや って これ たの は事務 局の 人

達 の お陰だ と思 い ます 。も し、事 務局 の人 にいろ いろ お膳

立 て して も らわな か った ら、た だの話 し合い だけ で、終 わ

つてい たと思 い ま した。



韓国の亨 どもの権利

韓国の人権教育研究学校における人権教育の現状

韓国においては、歴史的・文化的に、子どもは、権利行使

の主体 と して よ りも、保 護・ 指導 の対 象 と して認識 さ れて き

た。それゆえ、学校で子どもが自分たちの問題に直接に参加

した り、決 定の プ ロセ スに意 見表 明 した りす る実践 は ほ とん

ど見 られな か った 。

2 1世紀が 「新子 どもの世紀」と言われる中、韓国では、

人権という価値と理念に基づいて設立された国家人権委員会

を中心に、人権文化の普及のため、多様な政策が進め られる

ようにな った 。

中でも、人権 に関する認識を社会全般に広め、実践 してい

くためには、法的・制度的整備よ りも人権教育が必要でi5 る

ということで、韓国の国家人権委員会は、人権教育の今後の

あり方を模索するために、五つの初等学校を研究学校と して

指定することにな った。それが人権教育研究学校である。 こ

の研究学校は、国連の人権教育の発展計画（1 9 9 5－2 0 0 4 ）

の最優先の課題であ り、子どもの権利条約第2 9 条の保障に

関する教育政策の勧告にも基づく。 これは、学校での人権尊

重の意識 と権利侵害状況の改善、人権教育関連参加プログラ

ム開発 、地域 社会・ 市 民団 体 と共 にす る とい う方 向 を 目指 し

ている 。 この 事業 の 目的 は、参 カロ型 教育 方法 を通 じて＝各学校

の実状に応 じた人権教育の機会を提供 し、民主的・自律的な

人権教育の基盤を整備することである。

■教育課程における人権教育

韓国の教育課程は、（か教科活動②特別活動③裁量活動 （総

合的な学習の時間に相当）に分けられる。それぞれにおいて、

次のような、人権を尊重する教育が意図された。

①教科活動一 教科活動の内容か ら人権要素を掘 り出 し、人

権 についての教育を行う。なお、この活動に

②特別活動

③裁量活動

おいては子どもの自発的な参加が促進される

よう努 める 。

自治活動 を通 じて人権意識を高めるために、

子ども主体で学級行事の企画 と実行を行 う。

また 、子 ど もの 人権 に つい ての デ イス カ ッシ

ョンを行な う。

学校によって人権教育に関する活動時間の差

はあるが、月 2 ～ 4 時間で、各々の人権領域

に関する学習 （例一 自我尊重、相互理解、権

利と義務、生命尊重等）を展開する。

金 網 旭 （早稲田大学大学院）

l ■人権感覚を育むための活動

人権作品の発表大会、ビデオ感想など様々な人権体験活動

が実施される一方、子 ども・保護者を対象として、家庭・学

校における人権侵害に関する人権相談室もまた運営されてい

る。また、今回の研究学校の中では、校内の人権的状況に対

する討論の場 として 「人権仲裁委員会」の活動を試みたとこ

ろもあ る。 しか し、 この よ うな事業 が制 度化 さ れて いな いた

め、子どもの意見が学校運営に反映されるような条件を整備

する必要がある。今後、人権相談室と人権仲裁委員会が、子

どもの権 利救済 システム と して 発展 する ことが 望まれ る。

■人権教育研究学校の今後の課題

第一に、前述 した、「人権教育のための国際連合 1 0 年」で

は、人権教育を「人権のため・人権 として・人権について ・

人権を通 じて」の四つの側面から説明 し、人権教育は、狭義

の意味での人権についての学習より、人権を通 じての教育 ・

人権のための教育が目指さなければならない、とされている。

しか し、研 究学 校 は 「人 権 につい ての 教育」 が 他 よ り優 先さ

れて いるよ うに思 われる 。

第二に、研究学校は、行政主導で出発 しているため、研究

学校は、教師の意識改革よ りも、「評価されるための成果」

をあげるべ く、国家人権委員会のマニュアルを基本にその範

囲内 で運 営を試 み る こと に終 始 し、子 ど もの主 体的 な活 動は

「 後 回 し」 にな って いる。

今後、現場がどのような展開をみせるのか。そこでの問題

は何 か。子 どもを権 利 の主 体 と して捉 え る視 点か らの調 査 ・

分析が求め られている。

ヽ
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男子自立援助ホーム～カ リヨンとび らの家～を開設する

（2 0 0 5 ．4 ．15 ）

前田 信 一 （カ リヨン子 どもセンター・カ リヨンとびらの家ホーム長）

2 0 0 4 年 6 月 にカ リヨン子 ども の家 （子 どもの シェル ター）

が開設されま した。約一年の活動の中で、「子 どもたちを長

期に 自立 支援 で きる 自立援 助 ホー ムが 欲 しい」 とい う願 い が

実現 しま した 。4 月 1 3 日 に自立援 助 ホーム立 ち上 げの 関係 書

頬を提出 し、4 月 15 日開設 とい う ことで書架頁が受 理さ れま し

た。4 月 1 7 日に は、子 ども の家 で約 2 ケ月以上 生 活 してい た

K 君が 入居 しま した 。カ リヨン とび らの 家が 国立市 で活 動 を

開始 しま した。職員も、細野正人 2 8 歳、平野梓2 4 歳の3 名

で自立支援を行います。男子と しての 自立援助 ホームの活動

が開始さ れま した。

シェルターか ら自立援助 ホーム誕生まで

昨年 6 月か らの子 どもの家の活動の中で、現在まで、男女

合わせて約 2 5 名の子どもたちが くらしその後 、児童養護施

設や自立援助 ホーム、母子施設、住み込み就職、アパー トを

借りて就職、家庭の調整をした後の家庭復帰など している。

この 間 男子 は 約 1 0 名 く らした 。 1 3 歳 か ら2 0 歳 の人 た ち

であるが、入居の理由は4 名が家庭での問題 （虐待）で、イ也

の6 名は施設でのくらしの経験者で仕事を辞めて住む場所が

ない状況で子 どもの家の入居になっている。 1 5 歳以上の人

は、8 名 とな ってい る。入 居期 間は 3 日か ら4 ケ月で 、住み 込

みの就職を捜さなければならない人は6 名であった。

子どもの家を巣立 って行っても再度、仕事を離職 していて

住む場所がなくなっている状況である。子どもの家のシェル

ター機能では、再度の受け入れが満員情況等の理由で入居が

できない状 況 である 。弁護 士・ スタ ッフの ア ドバイ スな どで、

自力で再度住み込みの就職を捜 した りしている状況である。

原則 1 ケ月の入居期間のシェルター機能の中では、子どもた

ちに対 しての十分な自立支援を提供するには、おのずから限

界があった。

子どもの家活動開始当初の理事会か ら、自立援助ホームの

機能が必要であることは認識されていたが、子どもの家の開

設及びその運営に全力をあげることになった。 1 2 月頃の理

事会で、理事の3 名で自立援助ホーム設立 に向けての情報収

集な ど準 備 に向 けて の取 り組 み をす る と い う こと にな った 。

今年 にな りホー ム開 設 に向け ての物 件 探 し、都 庁 にて 自立援

助ホームの仕組みを聞く、あすなろ荘に見学・研修に行き実

際の自立援助ホームの運営の状況を学習 してくる。 2 月の理

事会で5 月か ら6 月に向けて自立援助 ホーム開設の準備が始

まった。物件探 し平湯弁護士・申請書などの作成及び東京都

の調整及び交ラ歩を飯島副理事・私が運営にあた っての職員採

院≡
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用やハ ー ド面 及 び ソフ ト面 の担 当 とい うことで準 備 が急 ピ ッ

チで進め られた。3 月理事会で定款の変更を行い自立援助4

月1 日ホームの職員の採用、物件の確保及び改修の手配、申

請書 芙頁の 提 出 を 13 日 に行 い 申請 が受 理 され 、4 月 15 日か ら

自立援助ホームの開設が認められた。

とびらの家活動開始

「とびらの家」の名称は、もがれた翼の中で、今後開設さ

れるで あろ う （願 い が込 め られて いた ） 自立 援助 ホー ムの 名

称で劇 で使 わ れ て いま した。 閉 ざさ れ てい る とび らに対 し、

救いを求 め て くれば何 時 でも 開か れる 「とび らの 家」 とい う

趣旨の敬称です。

と び らの家 の 運 営 は、 N P O カ リヨ ン子 ど もセ ン ター 定款

に定 め る目的 に よ り、中学 を卒 業後 、就 職す る こと によ り児

童養護施設等を退所 した子ども及び人に生活の援助等を行う

ことで社 会的 に自立 する よ う援 助 をす る。 また 、法的 な援 助

を要 し他の機関において保護等の支援を受けられず居住場所

を定めることが困難あるいは他者からの隔離や避難等が必要

で、入居 を希 望す る者 に一 時的 に住 居 を提供 し自立す る よう

援助 す るこ とを 目的 と してい る。 中学卒 業後 、児 童養護 施 設

等を退所 し、就職をするおおむね 1 5歳か ら1 8 歳の子どもで、

自立 のた めの 援助 を必 要 とす る人及 び 、カ リヨン子 どもセ ン

ター にお いて入居 が必 要で ある と認め た者 と して いる。

カ リヨンの 活動 の原 点 「大丈夫 。 一緒 に考 えよ う。あ なた

は大 切な 人」 を生 か しなが ら子 ど もたち に対 して の 自立支援

をこれ まで以上に充 実させていきたいとの 固い決意でいま

す。 自立 援 助 ホーム とび らの家 職 員3 名で 力 をあわ せな が ら

今後頑張って行きたいです。

自立援助ホームの人件費は東京都の補助金が出ますが、運

営真 の 全 て はカ リヨ ン子 ども セ ンタ ーの 方 か らにな りま す。

これ まで 以上 に皆 様の ご支 援 ご協力 を よろ しくお 願い いた し

ます 。

威
t● 堅



子 ど もの権 利 条 約 の 批准 か ら10年 。 あ らた め て子 どもの権 利条 約 を読 ん でみ

ませ ん か ？ この コー ナ ーで は毎 回条 文 をい くつ か取 り上 げ、子 ど もに読 ん で も

らう こ と を 念 頭 に お い て わ か り や す く解 説 し て い き ま す 。 も ち ろ ん 、 お と な の

方も ど うぞ ／

【 第14 条 （思想・良心・宗教の自由）】

あ なた は トンカ ツ、好 き ？今 日の給 食 のお かず が トン カツ

だった と しよ う。「ラ ッキ ー り と思 う人 もいれ ば 、「困 った

なあ」 と思 う人 も いる と思 う。 困 って しま った人 は、 単 に ト

ンカ ツが苦手 なの かも しれな い し、ア レルギー か も しれ ない 。

もしかす る と宗 教上 の 理由 で豚 肉を 食べ る こと がで きな いの

かも しれな い。

イ ス ラム教 の人 は豚 肉を：良べ る ことが でき な い し、ベ ジタ

リアンの人は肉や魚が食べれない。宗教などの理由で食べ ら

れないものが給食にだされた場合は、無理に食べなくていい

んだ よ。 それ は、み ん なの宗 教 や信 じて い るこ と、考 えな ど

が大 切 にさ れ る 、と い う こと が 14 条 で決 め られ て い るか ら

なんだ。

宗 教 や信 じてい る こと とい って も ピンと こな い人 もい るか

もしれ ない 。子 ども は何 を 信 じて も いい し、考 え て もい い 。

そして何 を信 じな くて もい い。 あな たが どの 宗教 を信 仰す る

か（も しくは どれ も信 仰 しない か）、 どん な考 え方 をも つか 、

いきな り問われ て も困 って しま うか も しれな い。 で も、保 護

者が あな た にと って一 番い い方 法で わか りや す くア ドバ イス

をして くれた ら、助 か るん じやない かな 。だ か ら国 は保護 者

が宗 教な ど につい てア ドバ イス でき る よう に応援 しな けれ ば

いけない。もちろん保護者の宗教を子 どもに強制することは

できな いん だ 。 1 2 条 に あ った よ う に、子 どもの 意 見 はき ち

んと聞い てほ しい。

忘 れ てはい けな いの は、何 を 信 じて もいい し、 何を 考え て

もいいんだけど、それを伝えることで他の人の権利を傷つけ

たりして はも ちろ ん い けな い って こと。 1 4 条で 決 め られ て

いる思想・良心・宗教の 自由は法律でのみ制限されることが

ある。

神戸の工業高等専門学校では、ある宗教を信仰 していた子

が、その宗教にもとづいて剣道の実技を拒否 したことがあ っ

た。拒 否 した こと で、 その子 は 退学 にな って しま った んだ け

どこれは変だね。この子が宗教を信仰することは大切にされ

なき やいけない。学校は、宗教上の理由で授業 に出れない場

合は 、他の授 業で振 替が でき るよ うな工 夫を して ほ しい 。

自分 の こ と を・大 切 にさ れ る と なん だ か心 が あ った か くな

る。 自分の 宗教 や信 じて い る こと、考 え も大切 にされ る とう

れしい。 ひと りひ と りの 信 じて いる宗 教 や考 えが た とえ異 な

つて いて も、そ れぞ れの 「ち が い」 を大切 に でき れば 、ど う

だろ う ？み んな が手 をつ な いで 、笑 いあ える地 球 がで きる か

もしれ ない 。

【 第 15 条 （結社・集会の自由）】

自分 が 「こ うかな あ」 と思 った こと と、同 じ考 えの人 を見

つけ た ら、みん な はど う感 じる かな 。ち ょっと うれ しくな っ

てな にか一 緒 にや りた くな らな い ？例 え ば、 ダ ンスが好 き な

んだ けど学 校 にはタ ン ス部が な いと しよ う。 同 じクラ スに ダ

安 部 芳 絵 （子どもの参加ファシリテ一夕ー）

ンスが 好き な友 達 がい た ら一 緒 にチ ーム をつ くる こ とがで き

るかも しれ な い。そ んな と き にも子 どもの 権利 条約 は みん な

を応 援 して くれる んだ。

条約 1 5 条 で は、 子 ど もが チ ーム を つ く った り集会 をす る

自由 があ る こ とを 定め て い る。 この 自由 を・制 限 でき る のは 、

国の安全やみんなの健康、他の人の権利をないが しろにして

しま う場 合 だ けで 、 しかも法 律 で決 め られ て いる もの だけ だ

よ。 だか ら、学 校 の中 で 何 かの グル ー プ をつ くった り して 、

先生 か ら 「校 則 に書 いて ある か らやめ な さい」 とい われ るの

はち ょっと変な ん だ （校則 は法 律 じゃな いか らね）。

ど う して子 どもが チー ム をつ く った りす るの を条約 は応援

するん だろ う ？それ は、 チー ム をつ く り運 営 してい く過程 で

市民 の ひ と りと して とて も大 事な こ とを身 に付 け られる か ら

なんだ 。ダ ンス のチ ーム をつ くった場 合、練 習 をい つ にする

のか、 ど こです るの かな どメ ンバ ーで話 し合 うこ とがた くさ

んでて くる 。場 所を 借 りる とき は、公 民館 やス タジ オ、児 童

館などいろんな場所に 「使用許可」の申 し込みをしなければ

ならな いか も しれな い。 練習 で家 に帰 るの が遅 くな る場合 は

親に説 明す る ことも必 要 にな って くる 。や りた い ことを実 現

するの は結構 め ん どうだ った りす るよ ね。 でもそ の 「めん ど

う」 な 時間 が、 みん な に力を与 え て くれる 。それ は相 手 に自

分の 伝 え たい こと を 伝 え る力 や お と な と 交渉 す る 力 だ った

り、責 任 を果た せる力 だ った りする。

子 ど もと して社 会 に生 きて い く上 で も これ らの 力 は必要 だ

けど、 おとな にな る とも っと重 要 にな って くる。 お となは 仕

事を した り、子 ども よ りも活動 範 囲が広 くな る か ら、 いろ ん

な人と係る機会が増える。そこで伝えた り、誰かと一緒に何

かをや る ことの でき る力 は、 き っとな いよ りもあ った 方が い

い。

とこ ろで、 実際 にチ ー ムをつ くってい る子 ども たち に聞 い

てみる と 、 困 って いる こ とが い くつ かあ る 。そ れ は、 場所 、

時間 、お 金そ して支え て くれ るお となが いな い こと。 いつ も

集まれる場所があると安心できる。学校の授業があっても、

大事 な大 会の と きは欠 席 して もい いよ うに、先 生 は応援 して

ほしい。お金がないから無料で使える場所や、道具の貸し出

しが ある と とて も助 かる し、子 ど もだ け‾ごは うまくい かな い

とき に 、相談 にの って くれ た り話 を聴 いて くれ るお となが い

るとうれ しい。子 ど もたち を助 け られ るよ うに、国 や 自治 体、

学校や地域はも っともっとがんばってほしいね。

斡ゼ

子どもの権利条約 第 79 号・ 2 005 年 4 月2 0 日号 ∠』
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～18歳以下の子 どもだけで企画 を作 る、

子どもの権利条約 ネ ッ ワー ク恒例 の こ ども の 日イベ ン ト～

自分が変われば世界が変わる
問題 ：な りた い 自分 になる には どうすれ ばイイ ？

何か 「や クた しU ・何か 乃紆クた しり ・讃カlと ／世 会 いたしり 子ど も／こノ句′ナての5 椰 の椅 紺プ上コグラム。

ここで ／な クたい貞分／こなるJ ば じめの一歩を踏み出そう J

■S T E P l ：輝いている人の話を聞 く ノ

アー ト、メ ディア、社会 活動 など色ん な分野 で活躍す る 1 0 代が ゲス トで登場 ／ それぞれの「活動」 と、その「き っか け」

を聞 いてみ よう★

■S T E P 2 ：情報を編集する J

ゲ ス トの話 をヒン トに、「な りた い自分 になるため の方法」 を グル ープに分 かれて話 し合 ってみよ う。子 ども も大 人 も関係

なく、一つのテーブルを囲んでのラウン ドテーブル。色んな年齢・地域から集まった初対面同士で話すから新鮮★

t S T E P 3 ：仲間をみつける J

自分 な りに考 えた ことを、ゲー ム と通 じて色 んな人 に話 して みよ う。思 いが けない 「出会 い」 があるカ モ？？

◆今回の企画者◆・・・ 石川麻子さん （1 6 歳） 島森亜紗子さん （1 8 歳） 山浦彬仁さん （18 歳） ・・ ・

時：2 0 0 5 年 5 月 5 日（木）午後 1時半～午後5 時（受付開始 午後 1時）

所：国立オ リンピ ック記念青少年；総合セ ンター センター棟5 0 1号室

（小田急線「参宮橋駅」徒歩7 分 千代田線 「代々木公園駅」徒歩 1 0分）

参加費 ：【おとな】一般 ：1 0 0 0 円 会員 ：8 0 0 円 【子 ども】無料タメ

＊受付時に入会されれば、会員料金で O K です。

その 他、書籍 販売な どいろ いろあ ります ！

★お問い合わせは、子どもの権利条約ネッ トワーク事務所 〔毎週火・金曜日、午後 12 時～5 時〕まで御連絡 ください

〒1 0 6 －0 0 3 2 東京都港区六本木4 －7－14 みなとN P O ハウス4 F TEL・FAXO3－3470－0744

E －m a il ：n C「C＠a be a m ．o c n ．n e ．jp ●U R L ：http ：／／W W W 6 ．o c n ．ne ．jp ／‾n c「c／

今こモ必要な、自分と人とをたいせつにする人権の本 ！

▲r

E

▲r

E

監修 荒牧 重人 （山梨学院大学法科大学院教授）

小学校高学年～中学生向／全6巻

各48ペ ー ジ／A 4変 型判／ オ ール カラー

揃定価17，640 円（揃本体16，800円）

各巻定価2，940 円（本体2，800円）

巻

巻

巻

巻

巻

巻

1
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3
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』

“自分 をたし1せつ に”か らは じめよ う

いじめ、暴力、虐待から自分を守る

意見をいって自分もまわりも変わる

佐 々木光明 編著

坪井節子編 著

喜多明人 編著

いろいろな人の人権を考える 石井小夜子 編著
立ちあがる世界の子どもたち 甲斐田方智子 編著

情報 を得る こと伝 える こと 野村武司・平野裕二 編著

ポプラ社
〒1 6 0－8 5 6 5

東京都新宿 区大京町2 2－1

フリー ダ イ ヤ ル F A X

O 120 －53 618 8

t 話 03－335 7－2 2 12

子どもの権利条約 第 79 号・ 2005 年 4 月20 日号

「子どもの権利条約」仙7 9

2 0 0 5 年 4 月2 0 日発行

★発 行（隔月刊）

子どもの権利条約ネッ トワーク

N etw o rk fo r the  C o n v e n t i o n  o n  t h e

R ig hts of th e C h ild

〒106・0032 東京都さ巷区六本木4 －7 －14

みなとN P O ハウス 4 F

T E L ＆ F A X  O 3 － 3 7 4 6 － 0 7 4 4

（ 事務所受付時間／火・ 金 12 ：0 0 ～ 17 ：0 0 ）

ホームページ
h ttp：／／W W W 6 ．o c n．n e ．jp／‾nc rc／

E メール

★発行人

★編集人

★年会費

n c「C ＠a b e a m ．o c n ．n e ，jp

喜 多 明 人

内 田 塔 子

5 0 0 0 円 学生3 0 0 0 円

1 8 歳末満 10 0 0 円

定 期 購 書売4 0 0 0 円

＊郵便振替 0 0 1 8 0 －2 －7 5 0 1 5 0

★印 刷 ㈱ 第一プ リン ト


